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(

事
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�

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

北
町
長
か
ら
東
北
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

上
北
郡
東
北
町

大
字
大
浦
字
揚
津
下
九
の
二
の
一
部
、
九
の
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部
並
び
に
大
字
大
浦
字
揚
津
下
二
の
二
、
二
の
四
か
ら
二
の
六
ま
で
の
地

先
の
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部
を
大
字
大
浦
字
下
居
合
に
編
入
す
る
。

大
字
大
浦
字
才
市
田
一
の
二
、
四
、
大
字
大
浦
字
塚
浦
一
の
一
、
四
、
五
の
二
、
五
六
の
三
、
五

六
の
四
、
五
七
の
一
、
五
七
の
二
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部
、
大
字
大
浦
字

才
市
田
一
の
二
、
一
の
三
、
四
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部
、
大
字
大
浦
字
揚
津
下
四
の

二
の
地
先
の
大
字
大
浦
字
下
居
合
の
道
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部
を
大
字
大
浦
字
揚
津
下
に
編
入
す

る
。大

字
上
野
字
上
ミ
田
一
の
三
、
五
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公

有
地
の
全
部
を
大
字
大
浦
字
下
田
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
四
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事
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申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報�������	
�� �� 第2547号�

指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

�����

裏
モ
ノJA

PA
N

十
一
月
号

〇
一
八
〇
五
―
一
一

鉄
人
社

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
・
コ
ミ
ッ
ク
微
熱

十
一
月
号

〇
九
六
六
三
―
一
一

�����
書
籍

ヒ
ミ
ツ
の
誘
惑
体
験Sum

m
er
Special

微
熱

SU
PER

デ
ラ
ッ
ク
ス
十
月
号

増
刊

〇
七
六
九
〇
―
一
〇

セ
ブ
ン
新
社

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�
�
�
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青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

一
、
〇
〇
〇
羽
以
上
飼
養
す
る
養
鶏
場
に
お
い
て
、
採
卵
の
用
に
供
す
る
目
的
で
飼
養
さ
れ
て

い
る
鶏

四

実
施
の
期
日

平
成
十
七
年
十
一
月
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
血
清
抗
体
検
査
及
び
そ
の
他
必
要
な
検
査

公

告

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

才
市
田
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

九
百
七
十
三
万
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市
矢
作
一
丁
目
五
三
の
一
七

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
教
育
庁
会
議
室

(

青
森
県
警
察
本
部
庁
舎
六
階)
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レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ
ブ
ー

十
一
月
号

一
九
六
七
三
―
一
一

三
和
出
版

�����

増
刊

劇
漫
ス
ペ
シ
ャ
ル

近
代
麻
雀
十
月
三
日
増
刊
号

二
二
九
四
七
―
一
〇
／
三

竹
書
房

�����

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス

十
一
月
号

〇
七
四
八
三
―
一
一

メ
デ
ィ
ア
ッ
ク

ス

所

在

地

地

目

地

積

青
森
市
矢
作
一
丁
目
五
三
の
一
七

宅

地

三
〇
八
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル
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２

日
時

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

物
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
青
森
市
矢
作
一
丁
目
五

三
の
一
七
に
お
い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

八
百
五
十
二
万
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市
八
重
田
三
丁
目
六
七
の
九

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
教
育
庁
会
議
室

(

青
森
県
警
察
本
部
庁
舎
六
階)

２

日
時

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

午
後
一
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

物
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
午
後
一
時
か
ら
、
青
森
市
八
重
田
三
丁
目
六

七
の
九
に
お
い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

県
有
地
等
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
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所

在

地

地

目

地

積

青
森
市
八
重
田
三
丁
目
六
七
の
九

宅

地

二
六
三
・
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル
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次
に
掲
げ
る
県
有
及
び
警
察
共
済
組
合
所
有
の
物
件
の
売
却

二

予
定
価
格

一
億
八
百
十
六
万
七
千
八
百
五
十
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
六

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
庁
舎

八
階
第
二
会
議
室

２

日
時

平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日

午
前
十
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

物
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
、
青
森
市
青
柳
二
丁

目
一
の
六
に
お
い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

３

県
有
と
警
察
共
済
組
合
所
有
の
売
却
物
件
の
区
分
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

※

問
い
合
わ
せ
先

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

内
線
二
二
五
三
・
二
二
五
四
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所

在

地

地

目

地

積

地 土

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
六

宅

地

八
一
〇
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
一
三

宅

地

三
四
四
・
三
四
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
一
六

宅

地

六
一
九
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル

物 建

所

在

地

家
屋
番
号

構
造
等

建
物
面
積
及
び
延
面
積

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
六
、

一
の
一
三
、
一
の
一
六

一
番
六

鉄
筋
コ

ン
ク
リ

ー
ト
造

六
階
建

(

建
物
面
積)

五
六
六
・
八
九
平
方
メ
ー
ト
ル

(

延
面
積)

二
、
四
四
四
・
二
三
平
方
メ
ー
ト

ル

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
六
、

一
の
一
三
、
一
の
一
六

一
番
一
六

鉄
骨
造

二
階
建

(

建
物
面
積)

一
二
〇
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

(

延
面
積)
二
四
四
・
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル

所

在

地

地

目

財
産
の
所
有
区
分

地 土

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
六

宅

地

警
察
共
済
組
合
所
有

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
一
三

宅

地

警
察
共
済
組
合
所
有

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
一
六

宅

地

警
察
共
済
組
合
所
有

物 建

所

在

地

家
屋
番
号

構
造
等

財
産
の
所
有
区
分

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
六
、

一
の
一
三
、
一
の
一
六

一
番
六

鉄
筋
コ

ン
ク
リ

ー
ト
造

六
階
建

(

持
分)

青
森
県

七
五
パ
ー
セ
ン
ト

警
察
共
済
組
合

二
五
パ
ー
セ
ン

ト

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
六
、

一
の
一
三
、
一
の
一
六

一
番
一
六

鉄
骨
造

二
階
建

青
森
県
所
有

� �
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選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

平
成
十
七
年
七
月
十
日
執
行
の
風
間
浦
村
農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に

関
し
、
下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
蛇
浦
字
新
釜
谷
三
六
番
地
二
木
下
勲
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立

て
に
対
し
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
の
で
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
六
年
法
律

第
八
十
八
号)

第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
二

百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

裁

決

書

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
蛇
浦
字
新
釜
谷
三
六
番
地
二

審
査
申
立
人

木

下

勲

(

六
十
五
歳)

右
審
査
申
立
人
か
ら
、
平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日
に
提
起
さ
れ
た
同
年
七
月
十
日
執
行
の
風
間

浦
村
農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙
の
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会

は
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主

文

こ
の
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

審
査
の
申
立
て
の
要
旨

審
査
申
立
人

(

以
下

｢

申
立
人｣

と
い
う
。)

は
、
平
成
十
七
年
七
月
十
日
執
行
の
風
間
浦
村
農

業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙

(

以
下

｢

本
件
選
挙｣

と
い
う
。)

の
当
選
の
効
力
に
関
し
、
風
間
浦
村

選
挙
管
理
委
員
会

(

以
下

｢

村
委
員
会｣

と
い
う
。)

に
対
し
て
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
、
村

委
員
会
は
、
同
年
八
月
十
一
日
付
け
を
も
っ
て
棄
却
の
決
定(

以
下｢

原
決
定｣

と
い
う
。)

を
行
っ

た
。申

立
人
は
、
原
決
定
を
不
服
と
し
て
、
当
委
員
会
に
対
し
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、
本
件
選
挙
の

最
下
位
当
選
人
渡
谷
昭
一

(

以
下

｢

渡
谷
昭
一
候
補｣

と
い
う
。)

の
当
選
を
無
効
と
す
る
旨
の
裁

決
を
求
め
る
審
査
の
申
立
て
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

投
票
用
紙
に
は
、
注
意
書
き
と
し
て
候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名
は
書
か
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
る
が
、
投
票
中
に

｢

渡
谷
へ
い
一｣

と
記
載
さ
れ
た
投
票
が
あ
り
、
開
票
立
会
人
が
無
効
で
あ
る

と
の
意
見
を
付
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
票
管
理
者
が
当
該
投
票
を
渡
谷
昭
一
候
補
の
有
効
投
票

と
し
て
い
る
。

｢

渡
谷
平
一｣

は
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
か
ら
平
成
四
年
七
月
十
七
日
の
死
亡
時
ま

で
渡
谷
昭
一
候
補
と
同
一
世
帯
に
居
住
し
て
い
た
実
兄
で
あ
る
が
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
被
選
挙
権

者
で
は
な
い
。｢

渡
谷
へ
い
一｣

と
記
載
さ
れ
た
投
票
は
、
同
人
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
り
、
渡
谷
昭
一
候
補
と
氏
が
同
じ
こ
と
か
ら
選
挙
人
は
誤
認
を
避
け
る
た
め
に

｢

渡
谷
へ

い
一｣

と
記
載
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
、
渡
谷
昭
一
候
補
の
氏
名
を
誤
記
し
た
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、｢

渡
谷
へ
い
一｣

と
記
載
さ
れ
た
投
票
は
、
無
効
で
あ
る
。

裁

決

の

理

由

当
委
員
会
は
、
こ
の
審
査
の
申
立
て
を
受
理
し
、
村
委
員
会
に
弁
明
書
の
提
出
を
求
め
、
こ
れ
を

徴
し
、
申
立
人
に
送
付
し
た
上
で
反
論
書
の
提
出
を
求
め
、
こ
れ
を
徴
し
た
。
ま
た
、
村
委
員
会
に

選
挙
録
そ
の
他
の
関
係
書
類
の
提
出
を
求
め
、
こ
れ
ら
の
事
実
関
係
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、

｢

渡

谷
平
一｣

の
生
前
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
十
七
年
十
月
十
二
日
風
間
浦

村
中
央
公
民
館
内
に
お
い
て
、
村
委
員
会
が
保
管
す
る
本
件
選
挙
の
全
投
票
に
つ
い
て
職
権
に
よ
り

提
出
を
求
め
、
村
委
員
会
委
員
長
の
立
会
い
及
び
申
立
人
の
参
観
の
も
と
に
、
そ
の
梱
包
及
び
封
印

に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
開
披
点
検
を
行
っ
た
。

開
披
点
検
に
お
い
て
は
、
梱
包
さ
れ
て
い
る
投
票
の
数
が
選
挙
録
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
、
申
立
人
の
指
摘
す
る
投
票
の
み
な
ら
ず
全
て
の
投
票
に
つ
い
て
、
農
業
委
員
会
等

に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下

｢

準
用
法｣

と
い
う
。)

第
六
十
八
条
の
規
定
に
反
し
な
い

限
り
に
お
い
て
準
用
法
第
六
十
七
条
後
段
の
規
定
の
趣
旨
に
則
り
、
そ
の
効
力
及
び
帰
属
に
つ
い
て

厳
正
公
平
に
検
討
し
た
。

一

開
披
点
検
の
結
果
に
つ
い
て

開
披
点
検
の
結
果
、
申
立
て
に
係
る
投
票
と
し
て
、
渡
谷
昭
一
候
補
の
有
効
投
票
の
中
に

｢

渡

谷
へ
い
一｣

と
記
載
さ
れ
た
別
記
投
票

(

以
下

｢

本
件
投
票｣

と
い
う
。)

が
確
認
さ
れ
た
。
な

お
、
本
件
投
票
以
外
に
、
そ
の
効
力
が
疑
問
と
な
る
投
票
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

二

審
査
申
立
て
の
理
由
に
対
す
る
当
委
員
会
の
判
断
に
つ
い
て

お
よ
そ
投
票
の
効
力
の
判
定
に
当
た
っ
て
は
、
投
票
の
記
載
か
ら
選
挙
人
の
意
思
が
判
断
で
き

る
と
き
は
、
で
き
る
限
り
そ
の
投
票
を
有
効
と
す
る
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
選

挙
人
の
意
思
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
候
補
者
制
度
を
採
る
選
挙
に
お
い
て
は
、
投
票
の
記
載
が

候
補
者
以
外
の
何
人
か
を
表
示
し
た
も
の
と
推
測
す
べ
き
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
選
挙
人
は
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候
補
者
に
投
票
す
る
意
思
を
も
っ
て
投
票
に
記
載
し
た
も
の
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
投
票

の
記
載
が
候
補
者
氏
名
と
一
致
し
な
い
投
票
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
記
載
が
候
補
者
氏
名
の
誤
記
と

認
め
ら
れ
る
限
り
は
当
該
候
補
者
に
対
す
る
投
票
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

本
件
選
挙
に
お
い
て
は
、

｢

渡
谷｣

姓
の
候
補
者
は
渡
谷
昭
一
候
補
し
か
な
く
、
名
の
最
後
に

｢

一｣
と
い
う
文
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、

｢

へ
い
一｣

の
名
や
姓
名
の
文
字
の
配
列
が
類
似
す

る
候
補
者
も
渡
谷
昭
一
候
補
し
か
な
い
。
こ
の
た
め
、
本
件
投
票
に
お
い
て
は
、
候
補
者
以
外
の

何
人
か
を
表
示
し
た
も
の
と
推
測
す
べ
き
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
選
挙
人
が
渡
谷
昭
一
候
補

に
投
票
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
失
念
あ
る
い
は
記
憶
違
い
に
よ
り
誤
記
し
た
も
の
と
推
定
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
申
立
人
は
、

｢
渡
谷
へ
い
一｣

と
記
載
さ
れ
た
投
票
は
、
渡
谷
昭
一
候
補
の
実
兄

で
あ
る

｢

渡
谷
平
一｣

の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
渡
谷
昭
一
候
補
と
氏
が

同
じ
こ
と
か
ら
選
挙
人
は
誤
認
を
避
け
る
た
め
に

｢

渡
谷
へ
い
一｣

と
記
載
し
た
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
選
挙
人
が

｢
渡
谷
平
一｣

に
対
し
て
投
票
し
よ
う
と
し
た
も

の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
申
立
人
の
主
張
ど
お
り
、｢

渡
谷
へ
い
一｣

と
呼
び
名
が
同
一
で
あ
る
渡
谷
昭
一

候
補
の
実
兄
の

｢

渡
谷
平
一｣

(

大
正
元
年
九
月
生
、
平
成
四
年
七
月
死
亡)

が
過
去
に
実
在
し
、

渡
谷
昭
一
候
補
と
同
人
の
現
在
の
住
所
地
に
お
い
て
、
死
亡
す
る
ま
で
の
間
の
十
年
以
上
同
居
し

て
い
た
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

｢

渡
谷
平
一｣

は
、
農
業
と
漁
業
に
よ
り
生
計
を
立
て

て
い
た
ほ
か
は
、
地
元
に
お
い
て
、
漁
業
協
同
組
合
の
組
合
長
及
び
自
治
会
の
会
長
等
の
役
員
を

務
め
た
こ
と
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、
公
職
に
就
い
た
こ
と
及
び
選
挙
に
立
候
補
し
た
事
実
が
な
い

こ
と
が
認
め
ら
れ
、
生
前
、
特
に
著
名
な
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
選
挙
人
が
、
候
補
者
で
は
な
く
既
に
故
人
で
も
あ
る

｢

渡
谷
平
一｣

に
あ

え
て
投
票
し
た
と
推
定
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
投
票
は
、
選
挙
人
が
渡
谷
昭
一
候
補
に
投
票
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
失

念
あ
る
い
は
記
憶
違
い
に
よ
り
誤
記
し
た
も
の
と
推
認
さ
れ
、
渡
谷
昭
一
候
補
の
有
効
投
票
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

次
に
、
投
票
の
効
力
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
準
用
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
開
票
立
会

人
の
意
見
を
聴
き
、
開
票
管
理
者
が
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
開
票
管
理
者
の
権
限
で

あ
る

(

本
件
選
挙
に
お
い
て
は
、
準
用
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
票
事
務
と
選

挙
会
事
務
を
合
同
し
て
行
っ
て
い
る

(

平
成
十
七
年
七
月
五
日
風
間
浦
村
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

第
二
十
二
号)

の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
投
票
の
効
力
の
決
定
権
を
有
す
る
の
は
選

挙
長
で
あ
る
。)

。
し
た
が
っ
て
、
本
件
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
立
会
人
す
べ
て
が
無
効
投
票
と

意
見
を
付
し
た
投
票
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
当
該
投
票
の
効
力
の
決
定
権
を
有
す
る
の
は
選
挙

長
で
あ
る
か
ら
、
本
件
投
票
の
効
力
の
決
定
事
務
手
続
き
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
か
ら
、
選
挙
会
が
決
定
し
た
各
候
補
者
の
得
票
数
に
相
違
は
な
く
、
申
立
人
と
渡
谷

昭
一
候
補
の
得
票
数
に
は
異
動
が
な
い
こ
と
か
ら
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、
渡
谷
昭
一
候
補
の
当
選

を
無
効
と
す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
る
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
、
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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